
 

 

 

議会基本条例についてのアンケート 
 

 

 

 

  

議会基本条例とは、議員の構成に変更があっても変わることのない議会活動と議員活動

の基本原則を明らかにし、議事機関、意思決定機関として過去から培われた議案審議に加

え、町民の意見反映を目指す政策議会としての新たな施策をまとめた条例で、全国の自治

体議会の半数以上が既に制定しています。 

 つきましては、条例の案を作成途中の現段階で、自治の主役である、町民の皆さんから

ご意見をいただきたいと考えておりますので、アンケートにご協力をお願いします。 

  

 

 

 

 

 下記のいずれかの方法で回答をお願いします。 

① オンラインによる回答 

    スマートフォンで QR コードを読み取り、LOGO（アンケート） 

フォームから入力してください。 

② FAX による回答 

③ 郵送による回答 

    

    FAX 番号：０７２１－９３－６７５５ 

送付先：〒585-8585 河南町大字白木 1359-6 

            河南町議会事務局 宛 

④ 庁舎・公共施設に持ち込み 

    役場庁舎 1 階・かなんぴあ・道の駅かなんにアンケート用紙および回収箱を設置

します。 

   

※アンケート締め切り期日・・・令和５年６月３０日 

〇皆様のご協力をお願いします〇 
このアンケートに関するお問い合わせは 

河南町議会事務局 0721-93-2500（内線 33０・33１）まで 

 

 

 

 

回 答 方 法 

議会基本条例とは？ 裏面アンケート用紙 



 

 

 

 
 

Q１ 該当する年代等をお答え願います。（該当するものを○で囲む） 

    居住地：町内・町外 

    年代：１０代未満・10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 代以上 

 

Q２ 議会が果たすべき役割について（該当するものを○で囲む） 

①町長や行政に対するチェック機能  ②条例の制定・政策提言 

③町民意見の町政への反映      ④町民への説明責任・情報提供 

 

Q３ 河南町議会は議会基本条例を制定しようとしておりますが、どう思われますか。

（該当するものを○で囲む） 

    ①非常に良いと思う     ②良いと思う 

    ③制定の必要性を感じない  ④わからない 

 

Q４ 議会基本条例に盛り込むべきと考える項目は（該当するものを○で囲む） 

（複数回答可） 

① 町民との意見交換会の場を作る 

② 議会の政策形成過程への参画 

③ 請願・陳情による意見の陳述 

④ 町民にわかりやすい質疑のあり方 

⑤ 常任委員会の活性化 

⑥ 会派制のあり方 

⑦ 政務活動費のあり方 

⑧ 議員報酬のあり方 

⑨ その他（                             ） 

 

Q５ 町民意見交換会を実施した場合、参加したいですか。（該当するものを○で囲む） 

    ①ぜひ参加したい 

    ②近隣で開催なら、参加してみたい 

    ③時間が取れれば、参加してみたい 

    ④参加しない 

 

Q６ 最後に、議会運営、議会活動および議会基本条例についてなど、議会に関して 

ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 

議会基本条例についてのアンケート 


